
令和4年度　地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途について

（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他
引き上げ分の
地方消費税

社会福祉総務事業 25,809 4,153 0 0 21,656 4,400

障害者福祉事業 368,726 250,623 0 7,059 111,044 22,570

高齢者福祉事業 28,823 880 0 2,345 25,598 5,200

児童福祉事業 327,060 206,270 0 20,589 100,201 20,370

母子福祉事業 6,382 150 0 6 6,226 1,270

小　計 756,800 462,076 0 29,999 264,725 53,810

国民健康保険事業 123,777 67,901 0 0 55,876 11,360

介護保険事業 209,674 15,676 0 6,126 187,872 38,190

後期高齢者医療事業 243,628 37,847 0 6,811 198,970 40,450

小　計 577,079 121,424 0 12,937 442,718 90,000

保健衛生総務事業 32,604 324 2,500 5,081 24,699 5,020

疾病予防対策事業 68,737 40,277 0 10,291 18,169 3,700

救急医療対策事業 7,659 0 0 0 7,659 1,560

健康診査相談事業 25,356 2,049 0 2,398 20,909 4,250

小　計 134,356 42,650 2,500 17,770 71,436 14,530

1,468,235 626,150 2,500 60,706 778,879 158,340

※各施策への充当方法は、各施策経費の一般財源の割合により按分して算出しています。
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　地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

令和4年度東伊豆町一般会計当初予算における社会保障施策関連経費への充当状況については、次のとおりとなります。

　　（歳入）地方消費税交付金（社会保障財源化分）歳入見込額

　　(歳出）地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

158,340千円

1,468,235千円


